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４兆元規模の景気刺激策、家電や自動車

に対する購入喚起策等を通じて、中国経済は

2009年春以降急回復を遂げた。足元では拡大

ペースが若干緩やかになっているものの、景

気は好調に推移していることから、胡錦濤政

権は、景気回復最優先の経済運営を転換し、

成長持続に関連した中長期的な課題への取り

組みを強化しようとしている。

2010年10月に公表された第12次５カ年計画

（2011～ 2015年）の原案は、こうした政権内

部での方針転換を反映する内容となってい

る。同計画の初年度である2011年単年の経済

政策においても、政府は過熱防止策の強化な

ど、短期的な高成長の確保よりも長期にわた

る成長持続を志向する傾向を指摘出来る。

一連の動きを踏まえ、本稿では、胡錦濤政

権が経済発展戦略をどのような方向に転換さ

せようとしているのか、主要な特徴を明らか

にする。同時に、短期的な施策との整合性の

確保や再転換の可能性など、転換の過程で想

定される課題についても考察したい。

本稿は三つの章から構成される。１．で

は、第12次５カ年計画の原案から、どのよう

な経済発展戦略を打ち出し、その実現に向

けていかなる政策を推進していこうとしてい

るのかについて概説する（注１）。２．では、

2010年12月に開催された中央経済工作会議で

の決定事項や実際に行われた措置を通じて、

胡錦濤政権の2011年の経済運営を概観する。

３．では、前章までの分析に基づき、経済発

展戦略の転換方針を放棄する可能性は低いも

のの、景気の安定を維持しつつ、消費主導型

への成長方式の転換が容易ではないことを指

摘する。

（注１） 正式名称は、「第12次国民経済・社会発展５カ年計
画策定に関する党中央の提案」（「中共中央関于制定
国民経済和社会発展第十二個五年規画的建議」）。
中国では、同提案を具体化させたものが５カ年計画で
あると位置付けられており、第12次５カ年計画の根幹
部分は、全国人民代表大会（国会）での承認前に事
実上確定したと解釈出来よう。

１．�第12次５カ年計画原案で示
された経済発展戦略

（1）原案の構成と特徴

第12次５カ年計画の原案は、前書きと12

の章（分野）から構成されている（図表１）。

以下では、経済発展戦略に焦点を当てながら、

経済発展戦略の転換を図る中国
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る資源や環境面からの制約の増大、②投資と

消費のアンバランス、③比較的大きな所得分

配格差、④科学技術革新能力の低さ、⑤合

理的でない産業構造、⑥地域発展の不均衡と

いった主要な問題点の解決を急がなくてはな

らないと提起している。

こうした情勢認識に基づき、中国は経済発

展方式の転換が今後不可欠との結論を示した

うえで、経済構造の調整や民生の改善など、

転換過程において堅持すべき５つの事項を掲

げた（注２）。さらに、今後５年間の経済社

会発展目標として、①経済の安定的で比較的

速い発展及び経済成長の質的向上、②消費拡

大や環境対策強化といった方向での経済構造

の調整、③住民の所得の増加、④公共サービ

スや社会管理の改善、⑤改革・開放の深化の

５点を明記した。

最初の章という位置付けのみならず、第１

章は、胡錦濤政権が目指す新しい経済発展戦

略の目的や転換の方向性を示す総論的な役割

を果たしているといえよう。

第２章では、内需の拡大による成長を打ち

出した。第１章で消費、投資、輸出がいずれ

もけん引役となる成長方式への転換を目指す

方針がすでに盛り込まれている。それにもか

かわらず、内需の拡大を単独かつ直後の章に

位置付けたことは、胡錦濤政権が成長持続や

発展パターンの転換に向けての重要ポイント

と考えているためと推測される。第11次５カ

年計画の原案や過去の５カ年計画において、

１、２、４、５、８、11の６つの章で盛り込

まれた重要方針や注目される取り組みを中心

に整理したい。

第１章は、第11次５カ年計画期間中の顕著

な成果として、北京五輪や上海万博の成功、

高成長の持続などをあげ、総じて肯定的な評

価を下した。その一方、発展に伴う「不均衡、

不調和、持続不可能」な問題は、依然深刻と

も述べている。とりわけ、①経済成長に対す

図表１　第12次５カ年計画原案の構成

表　　題 章内の小項目数

第１章 経済発展パターンの転換を進め、
科学的発展の新局面を開く 4

第２章 内需拡大戦略を堅持し、安定的で
比較的速い経済発展を維持する 3

第３章 農業の近代化を推進し、社会主義
新農村建設を加速する 4

第４章 近代的な産業体系を発展させ、産
業のコア競争力を高める 6

第５章 調和の取れた地域発展を図り、都
市化を積極的かつ着実に進める 4

第６章
資源節約型で環境にやさしい社会
の建設を速め、エコ文明のレベル
を高める

5

第７章

科学技術・教育による国家振興戦
略と人材強国戦略を掘り下げて実
施し、革新型国家の建設を加速す
る

4

第８章 社会建設を強化し、基本公共サー
ビスシステムを整備する 6

第９章
文化の大いなる発展、繁栄を推進
し、国家の文化ソフトパワーを高
める

3

第10章 改革の歩みを速め、社会主義市場
経済体制をより十全なものにする 6

第11章
互恵・ウィンウィンの開放戦略を
実施し、対外開放レベルを一段と
高める

4

第12章 全党全国各民族人民が団結し、計
画実現のために奮闘しよう 7

（注）表題訳は、形容表現を一部省略
（資料）中国政府公式サイト
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内需拡大を通じた経済成長は、１つの章とし

て扱われていないことから、第２章そのもの

が第12次５カ年計画原案の主要な特徴にあげ

られよう。

第２章の小項目をみると、消費に関しては、

雇用機会の創出や所得分配制度の見直し、消

費喚起策の推進、流通網の整備やサービス消

費需要等の新規掘り起こし等、あらゆる方面

から持続的な拡大につなげたい政府の方針を

強く反映した内容となっている。将来に対す

る不安要因を除去し、個人の消費マインドを

高めるために社会保障制度の拡充（対象範囲

の拡大）を提案したことも注目される。

投資に関しては、「適正な伸びを維持する」

としたものの、過度な拡大や重複建設の抑制

策を適切に講じていく方針も明記された。全

般的に、資源の節約や環境保護、内陸部への

投資の誘導を掲げるなど、量的拡大よりも構

造転換、質的向上に力点を置いている。また、

国有企業による過度な投資が民間企業の経営

を圧迫しているといった批判に配慮してか、

国有企業の投資行為の規範化及び民間資本に

よる投資奨励（＝参入規制緩和）を組み合わ

せて提示した。

方針や取り組み方法に関する記述の相違か

ら、第12次５カ年計画は個人消費を内需拡大

の中心に据え、消費主導の成長持続を志向し

ていると指摘出来よう。

第４章では、農業（第３章にて、農村振興

や農村住民の所得増加策と一体的に言及）以

外の産業の育成方針や今後の取り組み策を

提示している。製造業に関しては、「大から

強に転換」させるとの方針を掲げ、新製品開

発能力強化やブランド作り支援を打ち出す一

方、立ち遅れた生産能力（設備）の淘汰を明

言した。企業の合併・再編の誘導、小企業の

専門化や分業の推進も、この方針に基づく取

り組みと考えられる。

さらに、７つの戦略的新興産業（新世代情

報技術、省エネ・環境保護、新エネルギー、

バイオ、ハイエンド装置製造、新材料、新エ

ネルギー自動車）の育成・発展が単独項目

として盛り込まれている。財政・金融の両面

で、これらの産業振興を支援することを表明

した。なお、第12次５カ年計画原案と同時期

（2010年10月中旬）に、政府は戦略的新興産

業に関する育成促進策を発表し、2015年まで

に７業種合わせてGDPの８％前後、2020年ま

でに同15％前後までシェアを拡大させるとい

う数値目標を設定している。重点産業振興に

向けての政府の強い意気込みがうかがえる。

選定された業種からは、成長制約要因の克服

にとどまらず、環境対策及び省資源（エネル

ギーも含む）の推進を新しい成長エンジンに

位置付けようとする意図も垣間みられる。

サービス産業では、公平かつ透明な市場参

入基準の制定を通じた発展の加速という方針

が打ち出された。第１章でのサービス産業の

割合を高めるとの目標に沿ったものと解釈出

来る（図表２）。ただし、発展させるべき対
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象として例示された業種が少数にとどまるう

え、新しいサービス産業などの抽象的な表現

も多く、具体性にやや欠ける内容となってい

る。

第４章の特徴として、「海洋経済の発展」

を盛り込んだ点にも注目する必要がある。生

態環境の保護、海洋資源の開発や漁業振興の

推進を具体的な取り組みに掲げている。全体

的には、海に面した国家であれば有して当然

の戦略と考えられるものの、項目の最後で海

上ルートの安全確保や海洋権益の保護を明言

しており、解釈や中国の行動次第では海外諸

国の懸念を増幅させかねない表現も含まれて

いるといえよう。

第５章は、地域発展及び都市化に関する戦

略方針等を述べた部分である。地域発展戦略

については、西部大開発や東北振興といった

主要地域振興策の継続確認が中心であり、既

存方針の踏襲と判断出来る。主体機能区戦略

も、第11次５カ年計画以降実施されてきたも

のであり、業績考課の方法や利益補償制度の

改善に取り組む姿勢を強調した点などを除け

ば、目新しい部分は見当たらない（注３）。

むしろ、都市化の推進に向けての方針や取

り組み方法が、第12次５カ年計画の原案では

注目される。とりわけ、「条件を満たした農

業人口」の都市への移動を都市化推進の重

点項目に設定したことは、従来よりも踏み込

んだ姿勢の表れと考えられる。第12次５カ年

計画原案の公式解説書によると、都市人口が

１％ポイント増加するごとに、個人消費需要

は1.2％ポイント、GDP成長率は0.4％ポイン

ト押し上げられるとの試算結果を盛り込んで

いる。これは、胡錦濤政権が農村人口の都市

への移転促進を消費拡大策の一環とみている

有力な根拠と位置付けられよう。

その一方、大都市と中小都市に分け、農村

からの移動人口を中小都市で受け入れるよう

求めている。人口管理の強化と改善、巨大都

市の過度な拡張防止という方針からは、大都

市での大量受け入れに対する否定的な反応

も看取される。都市への移転を推進し、消費

は拡大させたいが、大都市への人口集中によ

る混乱や負担の急増は回避したいとの意向に

基づくものと解釈出来る。「積極的かつ着実」

という章の表題には、胡錦濤政権のそうした

（資料）国家統計局

図表２　GDPに占める各産業の割合
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判断が如実に示されている。

第８章は、雇用、所得分配、社会保障制度

に関する中期的な戦略や対応策を盛り込んで

いる。雇用面では、雇用機会の創出（起業の

奨励を含む）及び就職希望者の就業能力向上

を主要な取り組みと位置付けている。取り組

みの重点対象として、農村移転労働力、都市

部就職難層に加え、大学卒業生や退役軍人を

あげた。中国では、大学卒業生の就職難、退

役軍人の再就職難に伴う経済的な困窮が社会

問題化し、安定を揺るがすリスク要因として

懸念されはじめている。第12次５カ年計画原

案における言及は、共産党・政府が彼らの窮

状を理解している点をアピールし、対応を公

約することにより彼らの不満を和らげる狙い

があるものと思われる。

所得分配では、一次分配と再分配の各段階

で公平性を重視すること、個人所得の国民所

得における分配及び労働報酬の一次分配にお

ける比重を高めること、最低賃金水準の引き

上げ、賃金の正常な増加と支払いなどを提唱

している。いずれも、胡錦濤政権発足以降繰

り返し主張された施策であり、とくに目新し

いものではない。とはいえ、第１章において、

個人所得を経済成長とほぼ同率で伸ばす等の

目標設定と合わせて考えると、政権が所得分

配見直しを一段と重視しているのは間違いな

いであろう。第12次５カ年計画の原案で数値

目標が全く示されないなか、今後の取り組み

あるいは事後評価の目安となるような具体的

な目標を公表したこと自体、重視の表れと解

釈出来るからである。

なお、労働者報酬自体は年々増加している

ものの、労働分配率は90年代後半以降低下基

調で推移している（図表３）。こうした現状

を打開し、個人消費の拡大につなげるため、

賃金の持続的拡大と所得分配見直しの包括的

な推進が、今後５年間の主要施策に含まれた

と考えられる。

社会保障制度関連では、「覆蓋（カバー）」

という表現が多用されている。直接の理由は、

民生向上や公平性の確保であるが、それ以外

の目的にも着目する必要がある。第２章での

方針を踏まえると、消費拡大に向けて社会保

障制度の対象拡大を急ぎたい胡錦濤政権の強

い決意に基づくものとも推測されよう。

（注）労働分配率＝労働者報酬／国民総収入
（資料）CEICデータベース、国家統計局

図表３　労働者報酬と労働分配率
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第11章は、対外経済（貿易、直接投資）に

関する基本方針などを示している。冒頭で「輸

出と外資導入中心から輸出・輸入、外資導入

と対外投資を共に重んじる方向への転換」を

明言しているが、これは同章における最大の

特徴と位置付けられる。貿易不均衡是正要求

に配慮するとともに、対外直接投資の急激な

増加傾向を踏まえ、こうした方針を打ち出し

たものと考えられる。

個別の小項目をみると、貿易面では、輸出

の拡大を続ける方針を掲げる一方、技術や

サービス面などの質的強化に取り組みの力点

を置く戦略が示された。これに対して、輸入

は「マクロ経済の均衡と構造調整に対する重

要な役割」を発揮させ、「貿易収支の基本的

均衡を図る」ことを明言した。貿易収支の推

移も踏まえると、輸出抑制ではなく、輸入拡

大による貿易不均衡の是正を今後５年間の基

本方針として示したと解釈出来る（図表４）。

さらに、輸入に関する文言から、内需―とり

わけ個人消費―の拡大、投資・輸出主導型の

経済成長から消費主導型成長へという成長戦

略の転換を念頭に置いた施策であることがう

かがえよう。

直接投資のうち、対内直接投資に関しては、

質的向上を強調する内容となっている。また、

外資導入政策に関する基本方針や今後の取り

組みを国務院（中央政府）から2010年４月に

発表していたためか、具体策についての記述

がその通知における重点事項（外資企業によ

る研究開発センター設立の承認など）の再確

認にとどまっているように感じられる。対外

直接投資では、投資環境情報の提供や人民

元の国際化推進等を通じて、企業の海外進出

を全面サポートする方針が打ち出された。一

見、海外での事業展開を全面的に奨励してい

るようにも見受けられる。しかし同時に、「わ

が国の大型多国籍企業や金融機関を徐々に発

展」させるとの目標を掲げており、奨励対象

を多国籍企業になりそうな有力地場会社に限

定したいとの意向が看取される。

（2）計画目標実現に向けての課題

上述した主要目標を達成し、経済発展戦略

の転換を実現する際、次の２点がとくに重要

と考えられる。

（資料）海関総署

図表４　輸出入と貿易収支
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第１に、適度なペースを保ちながら賃金

や給与所得の引き上げを進めていくことであ

る。2010年入り後、日本の「所得倍増計画」

を参考に、第12次５カ年計画の中で「収入倍

増計画」を盛り込むべきとの主張が中国国内

で一時有力視された。消費の持続的拡大に

向けて、賃金等の大幅な引き上げは望ましい

方策と思われる。他の措置、例えば財政補助

による消費喚起の場合、短期的には有効であ

るものの、措置終了後の反動が危惧されるう

え、財政的な負担も軽視出来ない。したがっ

て、「収入倍増」は、着眼点としては非常に

優れた取り組みといえよう。ただし、５年間

で賃金や給与を２倍にするためには、年平均

15％の引き上げが必要となる。中国では恵ま

れているとされる都市部の年間平均賃金をみ

ても、５年連続で年15％以上拡大させること

は容易ではない（図表５）。

こうした現状を軽視し、大幅な引き上げを

強行すれば、価格への転嫁による急激なイン

フレをもたらし、かえって国民生活を圧迫す

るおそれがある。価格転嫁を行わなかった場

合も、企業経営を圧迫し、リストラなどでの

所得減少に伴う消費の抑制という逆効果が危

惧されよう。

結局、第12次５カ年計画の原案においては、

「収入倍増計画」を盛り込まず、個人所得を

経済成長とほぼ同率で伸ばすとの記述にとど

めた。2011年３月に採択された第12次５カ年

計画の最終稿では、個人所得増加ペースの数

値目標も示されたが、そこでも年平均７％超

と、経済成長率（年平均７％）と同水準に設

定された。この目標は、「収入倍増計画」に

比べれば現実に即しているものの、インフレ

や逆効果のリスクはゼロではない。政府には、

企業の負担能力を超える大幅な賃上げ等が行

われないよう制御しつつ、個人所得の増加を

図ることが求められる。

第２に、地方が適切な手段を通じて、目標

達成に取り組むことの出来る制度（人事制度

も含む）の構築である。制度構築が急務とな

る背景として、第11次５カ年計画期間におけ

る地方政府の対応において、目標達成を焦る

あまり、適切とは思えない手法も一部で行わ

れたことがあげられる。

省エネ推進の観点から、第11次５カ年計

（資料）国家統計局、CEICデータベース

図表５　都市部平均賃金の推移
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画は、単位GDP当たりのエネルギー消費量を

2010年末までに（2005年比）20％削減する目

標を設定した。しかし、2009年末時点での削

減率は15.68％にとどまったうえ、景気の急回

復を受けて2010年上半期は微増となり、削減

傾向にブレーキがかかってしまった。こうし

た状況を踏まえ、中央政府は通達を出し、目

標達成に向けた取り組みを一層強化するよう

地方に要請した。これに対して、地方政府は

中央の方針に沿って、エネルギーの浪費が指

摘される小規模火力発電設備や製鉄所の閉鎖

を進めたが、中には対象外の工場や家庭への

電力供給制限の実施など、市民生活を犠牲に

してでも、エネルギー消費削減目標を実現し

ようとする動きもみられた。

結果的に、削減率19.1％と、目標をほぼ達

成することは出来たが、温家宝首相が２月27

日のネットユーザーとの対話で指摘したよう

に、強引な電力供給制限による省エネ効果は

一時的であり、制限を解除すると元に戻って

しまうものである。温首相の言葉を借りれば、

民衆にとって「百害あって一利なし」の手法

といえよう。したがって、数値目標を達成出

来たか否かを評価するのみならず、実施過程

も適切に評価した制度の構築が急務と考えら

れる。地方の幹部が経済社会の安定を損ねか

ねない取り組みによる目標達成を選択しなく

なるような人事考課制度及びその適正な運用

は、経済発展戦略の転換に向けて不可欠の条

件となろう。

（注２） 本文で言及した以外の堅持すべき事項とは、①科学
技術の進歩と革新、②資源節約型で環境にやさしい
社会の建設、③改革・開放の継続の３つである。

（注３） 主体機能区とは、資源と環境の負担能力、開発密度
や発展潜在力に基づき、将来の人口分布、経済配置、
国土利用及び都市化構造を全般的に考慮して、国土
空間を最適化開発、重点開発、開発制限及び開発禁
止の４種類に分け、国土開発を進める構想（第11次５
カ年計画）である。

２．�胡錦濤政権の2011年の経済
運営

続いて、中期的な経済発展戦略の転換方針

がどの程度反映されているのかという観点か

ら、中央経済工作会議及び同会議以降の高官

発言や諸政策を整理し、胡錦濤政権が2011年

に推進しようとしている経済運営の概要を明

らかにしたい。

（1）中央経済工作会議で示された方針

2010年12月10日～ 12日の３日間、中央経

済工作会議が開催された。同会議は、共産党

中央委員会と国務院（中央政府）が共催して、

翌年の経済運営方針を決定する目的で行わ

れる。公式報道によると、今回の中央経済工

作会議では、「安定的で比較的速い経済発展

（成長）」に向けて、経済発展方式の転換を加

速させることが2011年の経済運営における基

本方針と位置付けられた（図表６）。これは、

前年の経済工作会議で掲げられたものとほぼ

同一であり、施策の見直し推進と成長確保を

両立させたい胡錦濤政権の意向に顕著な変化
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はみられない。ただし、具体的な政策目標な

どにおいては、景気過熱の防止を一段と重視

するようになった傾向も指摘出来る。

例えば、財政・金融政策では、「積極的な

財政政策と穏健な金融政策」の推進を確認し

た。景気失速を懸念し、財政政策は維持され

たと考えられるものの、金融政策は「適度に

緩和した」という従来の方針に比べ、引き締

め方向へシフトしている。

さらに、中央経済工作会議は、①マクロコ

ントロールの強化と改善、経済の安定的で健

全な運行を維持、②農業の発展、農作物の供

給確保、③経済の構造調整推進、不均衡是

正、④民生の改善（社会保障制度の整備など）、

⑤収入分配、財政や税制といった分野の改革

推進、⑥対外開放の堅持の６点を2011年の経

済運営における重点項目に設定した。このう

ち、１番目の重点項目（マクロコントロール、

経済の運行）に関する説明をみると、「物価

の安定を一層際立った位置に据える」ことが

明記された。消費者物価（CPI）等の上昇傾

向を踏まえ、対応強化の姿勢を示したものと

いえる（図表７）。毎年重点項目に掲げられ

る農業の中で、農作物の安定供給が前面に打

ち出されたことも、物価対策強化に沿ったも

のであろう。

これらの重点項目では、経済発展戦略の転

換に資する内容も多く含まれている。とりわ

け、３番目の経済構造調整において、消費の

拡大、戦略的新興産業の振興を強調するとと

もに、生産過剰業種向けの投資抑制を明言し

たことは注目される。対外開放でも、輸入の

拡大や外資利用の質的向上など、経済発展戦

図表６　中央経済工作会議の主要ポイント

事　項 主な方針、目標

基本方針 ・安定的で比較的速い経済発展（成長）に
向けて、経済発展方式の転換を加速

６つの重点項目

・マクロコントロールの強化と改善、経済
の安定的で健全な運行を維持

・農業の発展、農作物の供給確保

・経済の構造調整推進、不均衡是正

・民生の改善

・収入分配、財政や税制といった分野の改
革推進

・対外開放の堅持

財政・金融政策 ・積極的な財政政策と穏健な金融政策の推
進

GDP成長率 ・８％前後に目標設定

CPI ・４％前後に目標設定

（資料）各種報道
（注）11年３月まで
（資料）国家統計局、CEICデータベース

図表７　物価の推移（前年同月比）

▲ 4

▲ 2

0

2

4

6

8

10

12

2009 / 1 10/ 1 11/ 1

（％）

消費者物価 内、食品関連 内、非食品
（年/月）



経済発展戦略の転換を図る中国

環太平洋ビジネス情報  RIM 2011  Vol.11  No.41  131

場合、2010年前半に計３回の引き上げを行っ

ていたが、同年10月には大手銀行のみの期間

限定の引き上げ（当初年末まで⇒数カ月程度

の延長）、11月には１カ月で２度の引き上げ

を実施した。そして、金融政策の方針転換が

示された12月以降、預金準備率は毎月引き上

げられている。景気対策としての金融緩和や

人民元対米ドルレート安定のための為替介入

を続けた結果、中国国内に過剰流動性が生じ

た。景気の過熱回避の観点から、過剰流動性

の回収を急務と位置付け、預金準備率の引き

上げが多用されていると考えられる。

基準金利は、2007年12月以来となる利上げ

を2010年10月に行った。物価や不動産価格の

高騰が深刻化する半面、経済活動全体への

影響や海外からの投機資金の流入を危惧して

略の転換の根幹と位置付けられる事項が盛り

込まれた。いずれも、2011年限りの対策にと

どまらず、中期計画の第１年目という側面を

意識した取り組みと解釈出来る。

なお、2011年の経済成長率やCPIの数値目

標について、中央経済工作会議後の公式報

道では言及されていないものの、この会議で

確定した可能性が高い。中央経済工作会議の

２日後に開催された全国発展改革工作会議に

て、張平・国家発展改革委員会主任（大臣）

が、GDP成長率８％前後、CPI４％前後とい

う目標を設定している。時期あるいは「中央

経済工作会議の精神」という表現を勘案する

と、中央経済工作会議での承認を受け、全国

発展工作会議で提示したと推測出来る。水準

をみると、GDP成長率が実勢（10％近い成長）

よりも相当低く設定された。CPIについては、

直近の上昇ペースより抑えたいとの政権内部

の意向を反映したものとなっている。

（2）引き締め策の強化と景気対策の終了

中央経済工作会議で方針を確定した前後か

ら、政策面での調整や見直しの動きが加速し

ている。以下では、一連の対応を①引き締め

策の強化、②景気対策の終了の２つに大別し、

現在（2011年３月中旬）までの進展状況や特

徴を確認したい。

まず、引き締め策強化の一環として、頻繁

に実施されているのは、預金準備率及び基準

金利の調整である（図表８）。預金準備率の
（注１）預金準備率は、大手銀行の数値
（注２）11年３月までの数値
（資料）中国人民銀行

図表８　基準金利（１年物）と預金準備率
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需要の抑制である。例えば、２軒目の住宅購

入資金の融資に際しては、頭金比率を50％以

上から60％以上に引き上げた。また、住宅購

入後５年未満で売却した個人に対する税金で

は、課税対象が従来の売却収入から購入額を

控除した残額から売却収入そのものに変更さ

れ、短期的な転売を抑制しようとする意図が

看取される。

地方でも、中央の方針に沿った措置を講

じるとともに、独自の対策も実施するように

なった。上海市と重慶市では2011年１月28日

より、個人所有物件に係る不動産税（日本の

固定資産税に相当）を試験的に導入した。新

規に購入された高級物件や大型住宅など、対

象は一部に限定されているとはいえ、需要抑

制のために個人住宅への課税に踏み込んだ意

義は大きい。

物価の抑制では、間接的（金融引き締め）

手法以外にも直接的な措置が中央経済工作会

議前に打ち出されている。2010年11月20日、

国務院は物価安定に関する通知（国発［2010］

40号）を公表した。この通知では、①生鮮農

作物等を搭載したトラックの無料通行（12月

１日～）、②政府備蓄の食糧や油の放出、③

農作物関連の過度な投機的取引の抑制、④最

低生活保障者等に対する価格補助の一時的引

き上げなど、緊急対策を中心に、16項目が盛

り込まれた。さらに、「必要に応じて」とし

ながらも、重要な生活必需品や生産財への価

格介入措置の導入を示唆している。

か、金融当局は他の手段を相次いで講じたも

のの、基準金利の引き上げには慎重であった。

しかし、２年10カ月ぶりの利上げに踏み切っ

てから、中国人民銀行の対応は変化し、2010

年12月、2011年２月と、小幅（１年物で0.25％

ポイントずつ）な調整が実施された。とくに、

２月の場合は、大型連休（旧正月）最終日と

いうタイミングで発表され、物価対策に取り

組む政府の姿勢を強く印象付ける狙いもあっ

たと推測出来る。

不動産価格の高騰については、2011年１月

26日に国務院常務会議が開催され、不動産

市場に対するコントロールの強化を打ち出し

た（図表９）。翌27日には、同会議に基づく

同会議での決定事項に基づく通知（国弁発

［2011］１号）を公表し、早急に取り組む姿

勢をアピールした。

通知は全８項目で構成され、公共賃貸住宅

の建設や十分な土地供給のように、供給増に

つながる施策も含まれているが、強化の柱は

図表９　不動産市場コントロール強化策

主要項目 主な内容

住宅ローン ・２軒目の住宅購入融資に際しては、頭金比
率を50％以上⇒60％以上に引き上げ

税制

・住宅購入後、５年未満で売却した個人に対
し、その売却収入（従来は売却収入－購入
額）に課税を実施

・上海市と重慶市にて、新規購入の高級物件
等への不動産税（固定資産税に相当）の課
税を試験的に導入

土地供給 ・2011年の分譲住宅用土地供給総量は、過去
２年の平均実績を下回ってはならない

（資料）中国政府公式サイトなど
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５％、2010年は7.5％に軽減）は、2010年末

で終了し、2011年１月１日以降規定通りの税

率を適用することが財政部、国家税務総局の

連名で発表された。「汽車下郷」（農村住民の

自動車購入等に対する財政補助）及び都市部

での自動車買い換え時の補助金支給措置（「汽

車以旧換新」）の2010年末での終了も、財政

部等より連名で公表されている。その他の措

置は継続されているものの、省エネや汚染物

質排出削減推進の色合いを含んでおり、消費

喚起を目的とする自動車関連の財政補助は縮

小しているといえよう。

（注４） 別の箇所では、執行中の重点プロジェクトへの資金充
当に言及しており、４兆元規模の景気刺激策に伴う案
件すべてが2010年末までに完成したとまでは断言出来
ない。ただし、これは景気浮揚のために措置を延長す
るという性格の内容ではないため、本文での結論と矛
盾するものではないと解釈される。

３．�ポスト胡錦濤と第12次５カ
年計画

これまでの検討を通じて、胡錦濤政権が消

費主導型への成長方式の転換、産業高度化等

を柱とする経済発展戦略への転換を目指して

いることが明らかとなった。2011年の経済運

営に関しても、過熱を防止し、転換の進展に

つながる動きを指摘出来た。

一方、第12次５カ年計画は全人代で採択さ

れ、年平均７％の巡航速度での成長を維持し

つつ、個人の消費や収入をそれ以上のペース

で拡大させていくことなどが公約となった。

この通知の後、物価を抑制するための直接

的な措置は追加されていない。しかし、物価

対策は、2011年の経済運営の中で一段と重視

されるようになっている。３月14日の全国人

民代表大会（国会、以下全人代）終了後の記

者会見にて、温家宝首相は、「インフレ抑制

を今年のマクロコントロールの第１位に据え

る」と断言した。中央経済工作会議開催時と

比べ、物価の高騰に危機感を抱き、対策強化

を目指す政府の意向を如実に示した発言とい

えよう。

他方、政府は景気対策の終了を着実に進め

ている。2008年11月５日の国務院常務会議で

の決定後、４兆元規模の景気刺激策（インフ

ラ整備など）が2010年末まで実施されること

になった。景気刺激策の期間延長や規模の上

積みを行う場合、その旨を発表すると考えら

れるが、政府の公式サイト等には、延長ある

いは上積みを示すような情報は掲載されてい

ない。全人代に提出された「2010年国民経済・

社会発展計画の執行状況と2011年国民経済・

社会発展計画案」では、２年間で４兆元の投

資拡大計画が滞りなく完了したと言及してい

る（注４）。これらを総合すると、対策の中

心であった４兆元規模の景気刺激策は、景気

の回復という所期の目的を果たし、延長も追

加もなく終結したと判断出来る。

自動車関連の喚起策も、見直しが相次いで

いる。例えば、小型乗用車に係る車両購入税

の減税措置（本来の税率10％から2009年は
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の多くが現職から離れる見込みである（図表

10）。習近平国家副主席、李克強副首相を中

心とする現在50歳代の人達がポスト胡錦濤の

中核になるとみられている。そのため、政権

移行は第12次５カ年計画で示された経済発展

戦略の転換を推進するのか、あるいは放棄す

るのかの最大の分岐点となろう。

ただし、「改革・開放」路線導入時の状況

と比較した場合、ポスト胡錦濤指導部が転換

に向けた取り組みを放棄する可能性は極めて

果たして、2015年までの期間中、中国の中央・

地方の政府や共産党組織は主要目標の達成に

向けた取り組みを継続するのか否か、最後に

検証したい。

国家主席や首相といった国家の要職の任期

は２期10年まで、共産党の指導者としても一

定以上の年齢に到達すれば退任しなければな

らないとの内規が存在する。そのため、2012

年に予定されている第18回共産党大会から

2013年の春にかけて、胡錦濤政権の最高幹部

図表10　中国共産党中央政治局

常務委員 主な兼職／担当 年齢
胡錦濤 総書記、国家主席、中央軍事委員会主席 68
呉邦国 全国人民代表大会常務委員会委員長（国会議長） 69

温家宝 国務院総理（首相） 68

賈慶林 政治協商会議全国委員会主席 71

李長春 イデオロギー担当 67

習近平 国家副主席、中央軍事委員会副主席 57

李克強 国務院副総理（筆頭） 55

賀国強 中央規律検査委員会書記 67
周永康 中央政法委員会書記 68

委員 主な兼職／担当 年齢
王剛 中央直属機関工作委員会書記 68
王楽泉 中央政法委員会副書記 66

王兆国 全国人民代表大会常務委員会副委員長 69

王岐山 国務院副総理 62

回良玉 国務院副総理 66

劉淇 北京市党委員会書記 68

劉雲山 中央宣伝部長 63

劉延東 国務委員 65

李源潮 中央組織部長 60

汪洋 広東省党委員会書記 56

張高麗 天津市党委員会書記 64

張徳江 国務院副総理 64

兪正声 上海市党委員会書記 65

徐才厚 中央軍事委員会副主席（軍人） 67

郭伯雄 中央軍事委員会副主席（軍人） 68
薄熙来 重慶市党委員会書記 61

（注１）担当、年齢は2011年３月31日現在の情報を反映
（注２）国務委員は副総理に準ずる地位
（注３）常務委員は序列順、政治局委員は中国語の画数順
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フラの整備、さらには省エネの推進や戦略的

新興産業の育成など、投資額を一段と増やし

ていかなければならない分野が多い。こうし

た分野への投資支出を増やさなかった場合、

形式的に消費主導型成長に転換しても、中国

経済の活力は大きく損なわれる。投資の増大

を織り込み、消費主導型への成長方式の転換

も図らなければならないため、難易度は一段

と増すであろう。

第２に、出世競争の激化である。2012年の

党大会後の昇進を念頭に、赴任地でのインフ

ラ整備や高成長の確保など、短期的な成果を

得やすい分野の取り組みが過度に優先されか

ねない。そうなれば、この１、２年は経済成

長率に対する投資の寄与度は高止まりする一

方、消費の寄与度が上向かない状況も危惧さ

れよう。

第３に、景気の急速な落ち込みへの対応で

ある。2015年までの間には、景気が急速に落

ち込む可能性も皆無ではない。浮揚策として、

公共投資を大幅に積み増すことは必要不可欠

である半面、投資主導の経済発展構造を変え

ることは一段と困難になる。胡錦濤政権は、

第12次５カ年計画策定前から投資主導型の成

長を変えようと取り組んでいたが、リーマン

ショック後の経済環境を踏まえ、４兆元規模

の景気刺激策を発動した。結果的に、投資依

存の経済成長という特徴はリーマンショック

前よりも強まっている（図表11）。

成長を持続させつつ、経済発展戦略を転換

低いと判断される。70年代末において、経済

の停滞や政権に対する国民の不信感を解消す

るためには、制度面での改革及び対外開放政

策の導入が急務であった。他方、優先順位や

具体的な手法で議論はあるにせよ、消費主導

型への成長方式の転換が必要であることに関

しては、現時点で党内の共通認識となってい

る。そうした現状をあえて変更する必要性や

時間的な余裕はないといえよう。

さらに、「改革・開放」路線は、建国の父

と称された毛沢東氏の経済社会運営に異議を

唱えたことで失脚に追い込まれた実力者（故

鄧小平氏など）達が提起したからこそ、導入

に向けて党内をまとめるとともに、世論の支

持を獲得することが出来た。これに対し、若

手指導者達が政権移行後に転換放棄を掲げて

も、党内の同意に手間取るうえ、世論の支持

も得られないだろう。むしろ、政権基盤強化

の観点から、経済発展戦略を転換させるため

の施策の継続を選択する可能性が高い。

このように、政権移行後も経済発展戦略の

転換が進められることを前提とし、１．で指

摘した課題に今後も注意を払いながら取り組

んだと仮定した場合でも、第12次５カ年計画

における主要目標の達成は楽観出来ないであ

ろう。とりわけ、投資主導型から消費主導型

への成長方式の移行は最大の難関といえる。

その理由として、次の３点が指摘出来る。

第１に、実需として投資の拡大が強く求め

られていることである。都市施設や交通イン
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させることは、高成長の確保のみに比べて、

目に見える成果が短期間では現れにくく、国

内企業や家計への影響も大きい。胡錦濤政権

及びポスト胡錦濤指導部には、何らかの理由

をあげて課題を先送りするのではなく、適度

な手法で第12次５カ年計画の主要目標達成に

向けた真摯な取り組みが求められる。

（注）2009年は、寄与率で再計算
（資料）国家統計局

図表11　需要項目別成長寄与度
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